
医療券受領書兼連絡票 の 「翌月の医療要否」欄 

処 理 早 見 表 
 

※医療券受領書兼連絡票は、毎月１５日までにご返送ください。 

 

 

※医療券の使用確認のため、「当月有無」（当月受診の有無）、「翌月の医療

要否」（翌月発券の要否）は、必ずご記入ください。 

 

翌月の 

医療要否 
福祉事務所での基本的な処理 選択のポイント等 

継続 翌月も医療券を発券します。 
毎月受診が継続する時に選

びます。 

治ゆ 翌月以降の医療券は発券しません。 治療完了時に選びます。 

(一時的な 

中断の事) 

翌月のみ、医療券を発券しません。 

翌々月以降は発券します。 

※休止の場合のみ、一時的な中断を再開す

ることが可能です。 

※休止は受診継続中とみなされ、定期的な

医療要否意見書の提出が必要です。 

次の受診日が１ヶ月以上空

く場合も選びます。 

（１ヶ月おきの受診のよう

な場合に選びます。） 

（次回予約日が分かれば、

備考欄にご記入ください。） 

(治療終了,

不要, 

不可の事) 

翌月以降の医療券は発券しません。 

※受診を再開する場合は、原則、新規受診

開始扱いとなります。その後、受診を継

続する場合は、２ヶ月目以降の要否意見

書の提出が必要となります。 

翌月以降の医療券が不要な

場合に選びます。 

例）・患者が治療に来なくなったとき 

・6 ｹ月以上先の予約のとき 

・患者の転院や市外転出したとき 

死亡 翌月以降の医療券は発券されません。  
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